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・ 社 名 ： 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
（略称：JU中販連）

・ 設 立 ： 昭和46年9月18日（任意団体）
昭和50年3月27日（社団法人）
平成25年4月1日（一般社団法人）

・ 会 員 ： 47都道府県協会

・ 傘 下 会 員 数 ： 約10,800社

・ 事 業 目 的 ： 中古自動車販売業の健全な発展を図るため、中古自
動車の販売を主たる業とする企業の体制の高度化と
中古自動車の公正な流通の促進を推進するとともに、
消費者利益の保護、環境の保全、安全の確保等、国
の行政施策に協力することにより、国民経済の健全な
発展に寄与することを目的とする。
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１．日本中古自動車販売協会連合会について
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２．中古自動車販売事業者の取引の現状

① 中古車の発生源は消費者（自動車ユーザー）であるが、そのほとんどが直
前まで自動車として使用されているため、自動車としての外観・機能を十
分に備えている。

② そのため、下取車両についてユーザーは中古車としての対価を要求する
場合がほとんどである。

③ 中古車として売買する場合は、車両代金、自動車税未経過相当額、自賠
責保険未経過相当額、リサイクル預託金の総額が売買価格となる。

④ ただし、下取り時点でその車両を廃棄することの合意がなされた場合は、
使用済自動車として引取り、リサイクル券を使用しリサイクルルートに乗せ
るとこになる。（リサイクル預託金負担：所有者（ユーザー））

⇒「使用済自動車としての引取り（6ページ）Ａ」
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（１）中古車の下取に係る実際の取引
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⑤ 中古車の価格は、市場の需要と供給を反映した形で古物商が行なう事業
者間取引である「オートオークション」において相場価格として形成されて
いる。

⑥ 中古車の下取りは仕入の一種であり、オートオークションの相場価格を参
考に予定販売価格を見込んで仕入価格を決めている。

⑦ ただし、販売方法は自社での小売と業販（大半がオートオークション）の二
通り想定しているが、見込み価格で販売できるとは限らない。

⑧ 販売できなかった中古車は、販売店が使用済自動車と判断して解体事業
者へ引渡すこととなる。（リサイクル預託金負担：所有者（販売店））

⇒「使用済自動車としての引取り（6ページ）Ｂ」
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（１）中古車の下取に係る実際の取引 （前頁からの続き）

２．中古自動車販売事業者の取引の現状
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ELVとなるパターン ユーザーとの取引価格

Ａ
ユーザーが
ELV希望

ＥＬＶ相場

Ｂ

販売店下取（買取）車

中古車相場

販売不調でやむなくELV

（２）使用済自動車（※ELV）としての引取り
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２．中古自動車販売事業者の取引の現状

Bパターンは、ELV相場とリンクせずに黒字になることも赤字になることもあり得る

ELV相場

※ELV ： End-of Life Vehicles



① 会員（都道府県協会）専用ネットワーク「イントラネット」による
情報提供を実施
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端末
（中販連）

イントラネットサーバー

端末
（都道府県協会事務局）

専用回線withセキュリティ
（外部からの侵入不可）

３．自動車リサイクル制度における取組について
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② 都道府県協会、傘下会員（販売店）に対して、自動車リサイクル
制度の適正な運用を指導

【古物管理者講習会テキスト】
【自動車取引に関する
消費者相談マニュアル＆事例集】
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３．自動車リサイクル制度における取組について

※直近1年間の受講者：約4,500名
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【機関誌】 【販売店専用WEBページ】
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② 都道府県協会、傘下会員（販売店）に対して、自動車リサイクル
制度の適正な運用を指導 （前頁からの続き）

３．自動車リサイクル制度における取組について

※発行部数：11,000部/月
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【販売店向け研修テキスト】
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③ 販売店に対して、「中古自動車販売士制度」の研修を通じても
自動車リサイクル制度の適正な運用について指導

３．自動車リサイクル制度における取組について

※直近1年間の受講者：約500名（累計受講者H23～：10,000名）



④ 都道府県協会、販売店、ユーザーに対し、ホームページを利用し
自動車リサイクル制度について情報提供

• 自動車部品活用推進
• 自動車リサイクル時の用語
• 使用済自動車引取依頼書
• 循環型経済システムと自動車 等

３．自動車リサイクル制度における取組について

【ホームページ】
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⑤ 中古部品の利用促進を図るため、共同購買事業として
㈱ユーパーツ、㈱ビッグウェーブと提携し、会員販売店
に中古部品の利用をあっせん

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 12

３．自動車リサイクル制度における取組について

【機関誌】

※年間取扱高：約4,000万円

※会員向けの機関誌にリサイクル
部品の広告を掲載するとともに
、商品カタログをDM発送し商品

販売のあっせんを行い、リサイ
クル部品を利用することでCO2

削減に寄与することを広報・ＰＲ
している。
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⑥ ユーザーに対し、中古部品の活用推進について啓発・周知活動
等を行う「自動車リサイクル部品活用推進会議」への参加
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３．自動車リサイクル制度における取組について

◆ チラシ、ポスターによるリサイクル部品活用
を周知するキャンペーン活動の実施

◆ 参画団体
・日本自動車リサイクル部品協議会
・日本損害保険協会
・日本自動車整備振興会連合会
・日本中古自動車販売協会連合会
・日本自動車車体整備協同組合連合会

【チラシ】



① 自動車リサイクル法第1条及び第5条の周知徹底
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４．自動車リサイクル制度の効率化について
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• 中古自動車販売事業者かつ引取業者として、ユーザーにできるだけ長く
自動車として使用することを推奨し、使用済自動車の発生を遅らせ、リユ
ースを第一に考えること及び使用済自動車となった場合にも中古部品と
して使用することを積極的に周知することに努める

使用済自動車の再資源化等に関する法律（抄）

（目的）
第一条 この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資
源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに
再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効
な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（自動車の所有者の責務）
第五条 自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑
制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選
択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用
すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。
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４．自動車リサイクル制度の効率化について（前頁からの続き）
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② 制度検討時には想定されていなかった新たな課題

• 次世代自動車の普及を考えると、今後は3品目以外の適正処理費用による
逆有償化問題への対応の検討が必要

• 現行預託金制度のダウンサイジング化の検討

現行預託金制度を見直し、資金管理センターを通さないでユーザーからメーカ
ーへ直接支払うことで簡素化を実現し、資金管理法人の業務をコンパクトにする
ことでユーザー負担を軽減。


